
省

令

告

示

平成˜�年œ月˜Ÿ日 火曜日 第šŸœ˜号官 報

住
所
埼
玉
県
朝
霞
市
宮
戸
１
丁
目
５
番
56号

崔
松
永
昭
和
46年
４
月
18日
生

住
所
大
阪
府
泉
北
郡
忠
岡
町
忠
岡
東
３
丁
目
10番

41号
張
美
香
昭
和
58年
２
月
６
日
生

住
所
大
阪
市
生
野
区
£
北
３
丁
目
17番

10号
高
義
明
昭
和
30年
２
月
21日
生

Ô
旭
子
昭
和
32年
１
月
10日
生

高
真
之
昭
和
57年
５
月
29日
生

高
美
穗
昭
和
59年
７
月
20日
生

高
真
史
昭
和
63年
６
月
20日
生

住
所
大
阪
市
生
野
区
舎
利
寺
３
丁
目
15番

18
`
406号

趙
光
範
昭
和
50年

11月
11日
生

住
所
大
阪
府
泉
北
郡
忠
岡
町
高
月
南
１
丁
目
２
番
１
号

朴
稚
樹
昭
和
36年
８
月
28日
生

辛
秀
子
昭
和
40年
７
月
４
日
生

朴
瑞
穗
平
成
４
年
11月
７
日
生

朴
茉
穂
平
成
13年

12月
29日
生

住
所
大
阪
府
八
尾
市
美
園
町
２
丁
目
119番

地
28

趙
基
子
昭
和
50年
６
月
20日
生

住
所
大
阪
市
住
吉
区
我
孫
子
東
３
丁
目
３
番
31号

金
元
泰
昭
和
47年
７
月
11日
生

住
所
大
阪
市
東
成
区
中
本
１
丁
目
２
番
20号

Ô
志
麻
昭
和
47年

10月
19日
生

住
所
和
歌
山
県
田
辺
市
中
三
栖
876番

地
５

Ô
佳
於
里
昭
和
49年
４
月
６
日
生

住
所
大
阪
市
生
野
区
舎
利
寺
２
丁
目
17番
７
号

宋
惠
子
昭
和
20年
６
月
21日
生

金
敦
子
昭
和
45年
７
月
13日
生

金
具
美
昭
和
53年

12月
12日
生

住
所
大
阪
府
東
大
阪
市
大
K
東
４
丁
目
11番
９
号

金
L
子
昭
和
49年

11月
３
日
生

住
所
長
崎
市
新
中
川
町
３
番
８
号

表
成
玉
昭
和
47年
７
月
25日
生

住
所
愛
知
県
宝
飯
郡
小
坂
井
町
大
字
伊
奈
字
佐
脇
原

415番
地
261

金
基
幸
昭
和
30年
７
月
29日
生

崔
和
江
昭
和
34年
９
月
23日
生

金
奈
津
美
平
成
元
年
６
月
２
日
生

金
瑛
實
平
成
５
年
９
月
26日
生

住
所
愛
知
県
海
部
郡
蟹
江
町
大
字
新
千
秋
字
後
西
８
番

地朴
七
美
昭
和
39年
８
月
28日
生

金
春
香
平
成
２
年
３
月
８
日
生

金
薫
平
成
４
年
２
月
28日
生

住
所
名
古
屋
市
緑
区
ほ
ら
貝
３
丁
目
139番

地
李
外
祚
昭
和
３
年
２
月
11日
生

朴
÷
秀
昭
和
23年
８
月
４
日
生

李
京
淳
昭
和
27年

11月
15日
生

朴
貴
詞
昭
和
57年
１
月
13日
生

朴
阿
胡
平
成
３
年
９
月
１
日
生

〇
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
九
号

性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
三
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い

の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
医
師

の
診
断
書
の
記
載
事
項
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

坂
口

力

性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に
関

す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
医
師
の
診

断
書
の
記
載
事
項
を
定
め
る
省
令

性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
三
条
第
二
項

に
規
定
す
る
医
師
の
診
断
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
当

該
医
師
に
よ
る
診
断
を
受
け
た
者
に
係
る
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
と
し
、
当
該
医
師
は
、
こ
れ
に
記
名
押
印
又
は

署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

二

生
物
学
的
な
性
別
及
び
そ
の
判
定
の
根
拠

三

家
庭
環
境
、
生
活
歴
及
び
現
病
歴

四

生
物
学
的
な
性
別
と
し
て
の
社
会
的
な
適
合
状
況

五

心
理
的
に
は
生
物
学
的
な
性
別
と
は
別
の
性
別

（
以
下
「
他
の
性
別
」
と
い
う
。）で
あ
る
と
の
持
続

的
な
確
信
を
持
ち
、
か
つ
、
自
己
を
身
体
的
及
び
社

会
的
に
他
の
性
別
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
思
を

有
す
る
こ
と
並
び
に
そ
の
判
定
の
根
拠

六

医
療
機
関
に
お
け
る
受
診
歴
並
び
に
治
療
の
経
過

及
び
結
果

七

他
の
性
別
と
し
て
の
身
体
的
及
び
社
会
的
な
適
合

状
況

八

診
断
書
の
作
成
年
月
日

九

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

〇
防
衛
庁
告
示
第
百
一
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日防

衛
庁
長
官

石
破

茂

日

時

平
成
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
、
〇
八
〇
〇
か
ら
一
八
〇
〇
ま
で

区

域

硫
黄
島
東
方
の
次
の
Ê
か
ら
Í
ま
で
の
四
地
点

を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
Ê
の
地
点
と
Í
の
地
点

を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
区
域

Ê

北
緯
二
七
度
五
五
分
十
五
秒

東
経
一
四
四
度
五
七
分
四
八
秒

Ë

北
緯
二
五
度
〇
〇
分
一
六
秒

東
経
一
四
五
度
三
五
分
四
八
秒

Ì

北
緯
二
五
度
二
五
分
一
六
秒

東
経
一
四
七
度
三
七
分
四
七
秒

Í

北
緯
二
八
度
一
五
分
一
五
秒

東
経
一
四
六
度
二
九
分
四
七
秒

実
施
艦

自
衛
艦
四
隻

そ
の
他

一

射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が
存

在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に
船
舶

等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
実

施
す
る
。

二

実
施
中
は
、
実
施
艦
に
「
Ｂ
」
旗
（
夜
間

は
紅
灯
）
を
掲
揚
す
る
。

三

前
記
区
域
の
経
緯
度
は
、
世
界
測
地
系
の

数
値
で
あ
る
。

〇
総
務
省
告
示
第
四
百
二
十
三
号

政
党
助
成
法
（
平
成
六
年
法
律
第
五
号
）
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

政
党
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

総
務
大
臣

麻
生

太
郎

政
党
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

民
主
党

支
部
の
数

五
一
四

五
〇
六

平
成
十
六
年
四
月
二

十
日

う
ち
法
第
十
四

条
第
二
項
に
規

定
す
る
支
部
の

数

五
一
四

五
〇
六

〇
法
務
省
告
示
第
二
百
二
十
四
号

不
動
産
登
記
法
第
百
五
十
一
条
ノ
三
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
津
地
方
法
務
局
松
阪
支
局
及
び
福
岡
法
務
局
福
間

出
張
所
並
び
に
こ
れ
ら
の
登
記
所
及
び
平
成
十
六
年
五
月

十
一
日
法
務
省
告
示
第
二
百
十
号
指
定
の
登
記
所
を
同
項

の
登
記
所
に
指
定
す
る
。

こ
の
指
定
は
、
平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
効
力

を
生
ず
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

法
務
大
臣

野
沢

太
三

〇
法
務
省
告
示
第
二
百
二
十
五
号

左
記
の
者
の
申
請
に
係
る
日
本
国
に
帰
化
の
件
は
、
こ

れ
を
許
可
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

法
務
大
臣

野
沢

太
三

住
所
滋
賀
県
蒲
生
郡
日
野
町
大
字
河
原
533番

地
孫
恭
子
昭
和
48年
６
月
１
日
生

住
所
大
阪
府
東
大
阪
市
柏
田
西
２
丁
目
10番

26号
崔
作
林
昭
和
35年
９
月
19日
生

S
雅
子
昭
和
40年
９
月
６
日
生

崔
柚
花
平
成
７
年
７
月
８
日
生

崔
佳
奈
平
成
10年
６
月
20日
生

崔
知
佳
平
成
11年
９
月
４
日
生

崔
光
子
昭
和
33年
８
月
５
日
生

金
誠
一
昭
和
57年
９
月
16日
生

金
誠
秀
昭
和
59年
６
月
２
日
生

金
景
伊
昭
和
62年
２
月
27日
生

住
所
大
阪
市
城
東
区
東
中
浜
７
丁
目
２
番
９
号

宋
吉
信
昭
和
27年
８
月
25日
生

梁
加
壽
子
昭
和
40年

12月
31日
生

宋
真
司
平
成
６
年
２
月
３
日
生

宋
¨
司
平
成
６
年
２
月
３
日
生

住
所
大
阪
府
門
真
市
舟
田
町
４
番
13号

李
太
郎
昭
和
15年

12月
18日
生

高
裔
子
昭
和
19年
１
月
31日
生

住
所
大
阪
府
守
口
市
大
宮
通
１
丁
目
10番

14号
李
幸
子
昭
和
23年
８
月
19日
生

住
所
大
阪
府
柏
原
市
国
分
市
場
１
丁
目
６
番
１
`
３
`

102号
金
順
子
昭
和
33年
１
月
22日
生

住
所
大
阪
市
西
淀
川
区
姫
島
１
丁
目
４
番
12号

秦
成
行
昭
和
48年
５
月
４
日
生

住
所
大
阪
市
西
淀
川
区
姫
島
３
丁
目
14番
２
`
21号

趙
元
濟
昭
和
45年
４
月
６
日
生

住
所
大
阪
市
東
成
区
中
道
１
丁
目
７
番
10号

金
京
愛
昭
和
25年
６
月
１
日
生

™


		2004-05-17T15:12:35+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, OU= , CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




